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「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部改正に伴う特定

保険医療材料料（使用歯科材料料）の算定について」の一部改正について

　今般、「特定保険医療材料友びその材料価格（材料価格基準）の一部を改正する件」（平成22●

年厚生労働省告示第342号）が公布され、歯科用貴金属材料の材料価格改定が行われたところ

である。これに伴い「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）」（平成20年厚生労

働省告示第61号）のWに規定する特定保険医療材料の算定について、関連する通知を下記のど

おり改正するので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に

対して周知徹底を図られたい。’@　　　　　　　　　　．　　　　　・　　．　、
　なお、本通知は平成22年10月1日から適用する。

記

　「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部改正に伴う特定保険医療材料

料（使用酋科材料料）’の算定について」（平成22年3’．月5日保医発0305第6号：）の別紙1を次

のように改正する。



（別紙1）

材料料

MOO2支台築造（1歯につき）

　　1　メタルコア

　　　ω　大臼歯

　　　②　小心添・前歯”

　　2　その他

　　　（1｝大臼歯

　　　｛2⊃小臼歯・前歯　　　　’　ら　　　　　　』　　　　　　　　　　　嘱

MOO5装着　　　　　，
　　1．歯冠修復物（1個につき）

　　　ω　壷錐用合着・接着材料1

　　　②　歯科用合着・接着材料n　　’

　　　（3｝野並用合着・接着材料皿　　0　　　　　　　　　　’　　　　一　　　，

　　2　仮着（1歯につき）

t　3　副子の装着の場合（ユ歯につき）

　　　ω　歯科用合着・接着材料1

　　　②　歯科用合着・接着材料H
　　　｛3）歯科用合着9・接着材料1π又は歯科充填用即時硬化レジン

MOO9充填（1窩洞につき）

　　　〔金属小聖を使用した丁合は次の材料料と金属小釘料との合計により算定する。〕

　　1　銀錫アマルガム

ω　単純なもの

②　複雑なもの

2　歯科充填用材料

ω・単純なもめ

（2）複雑なもの

注

1

46点
29点

32点

21点

16点
12点

4点
4点

16点

12点

4点

13点
28点　、

　　　　クリアフィノkCRインレー、バルフィークインレー、．

　　　　リーエムレジンインレーシステム、ベルフィールインレー、ライト’フィルCRインレーを用’

　　　いて、インレー修復の単純なものを行った揚合の保険医療材料は佗）により、インレー修復の

　　　複雑なものを行った場合の保険医療材料はω及び②，を合算し算定する。・

　　3　歯科充填用材料、皿

　　ω単純なもの　　　　　　　・　　　。　　　　置　　　　・　　『5点
　　②　複雑なもの　　　　　・’　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　11点

’　注　SR一イソシットインレーを用いてインレー修復の単純なものを行った場合の保険医療材

　　　料は②により、インレー修復の複雑なものを行った揚合0保険医療材料は（1汲び｛2）を合算レ

　　　算定する。　一

　4　歯科充填用材料　皿　　　　　　　　．　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　2点

MO10鋳造歯冠修復（1個にっき）

　　1　14カラット金合金

　　ω　インレー一

　　　　複雑なもみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　426点

　　｛2）4分の3冠　　　　，　　　　：㍗・　　1’533点
　　2　金銀パラジウム合金（金12％以上）

　　　　　　　　　　　　　　11点

　　　　　　　　　　　　　　28点

クルツァーインレーCSセット、ス



　　ω　大臼歯

　　　イ　インレー　　9　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　　　a　単純なもの

　　　　b　複雑なもの

　　　ロ　5分の4冠
　　　ハ全部鋳造冠

　　（2）小臼歯・前歯　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　’、

　　　イ　インレー　　’　　　　　　　　　・　．’

　　　　a　単純なもの

　　　　b　複雑なもの

　　　ロ　4分野3冠

　　　ハ　5分の4冠
　　　二．全部鋳造冠・

　3　鋳造用ニッケルクロム合金

　　ω　大臼歯　　　　　　　　　　　　　　　．

　　　イ　インレー　　　　　．．　　，　　　’

　　　　’a　単純なもの　　　　，　　　　　　　　・

　　　　b　複雑なもの　　’　　・

　・’ロ　5分の4冠
　　　ハ　全部鋳造冠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　②　小臼酋・前歯

　　　イ　インレー

　　　　a　単純なもの　　　　　　　”　　　　　　　　　　．

　　　　b　複雑なもの

　　　直　4分野3冠．

　　　ハ　5分の4冠
　，　二　全部鋳造冠　　　　’

　4’4’壷艮合｛金：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　ω　大臼歯

　　　イ　インレー

　　　　a　単純なもの　　　．．　　，　　巳

　　　　b　複雑なもの’

　　　ロ　5分の4冠　　　　　　　　　　　　　　　‘
。　　ノ〉’全部鋳造冠　　　幽

陶　②　刀・臼歯・前歯・乳歯　　・　　　●’一●

　　　イ　インレー　　　　　　　　．　　　・

　　　　a　単純なもの　　0．　’㌦

　　　　b　複雑なもの

　　　ロ・4分野3冠（乳歯を除ぐ。）

’　　ハ　5分の4冠（乳歯を除く。）『　．

　　　二　全部鋳造冠

MOU　前装鋳造冠・（1歯につき）

　1　金銀パラジウム合金（金12％以上）を用いた場合

　2　鋳造用ニッケルクロム合金を用いた場合

　3　銀合金を用いた場合

96点

178点

224点

282点

　　　66点

　　130点
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’

MO14ジャケット冠（1歯につき）

　　〔次め材料料と人工歯料との合計により算定する。｝

　　1歯につき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2点

MO15硬質レジンジャケット冠（1歯にっき）

　　1　歯冠用加熱重合硬質レジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8点

　2　歯冠用光重合；硬質レジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　213点

MO16乳商金属冠（1歯につき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29点

MOユ7ポンティック（ダミー）（1歯につき）

　　1　鋳造ポンティック（ダミー）

　　ω　金銀パラジウム合金（金12％以上）

　　　イ　大臼歯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　325点

　　　ロ　小臼’歯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245点

　　②　銀合金又はニッケルクロム合金

　　　　大臼歯・小臼歯　　・　　　　　　　　　　16　　　　　　　　　　　　　　　30点

　　2．金属裏装ポンティック（ダミー）

　　〔次の材料料（金属材料料とレジン材料料を含む。）と人工歯料との合計により算定する。〕

　　（1｝14カラット金合金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　400点
　　・’②金：銀パラジウム合金（金12％以上）

　　　イ　前歯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　132点

　　　ロ　小臼歯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　166点
　　〔3）．銀合金又はニッケルクロム合金

　　　　前歯・小臼歯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20点

　　3　前装鋳造ポンテイツク（ダミー）

　　①　金銀パラジウム合金（金12％以上）を用いた場合　　　　　　　　　　　　　　　195点

　　②　銀合金文はニッケルクロム合金を用いた場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　38点

MO18有床義歯’@・　　　　　　，　　　　　．’　　　　　　　　　　　　　，

　　〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。ユ

　　1　局部義歯（1床につき）　層　　　　　　　”　　　　　．’　　．．
　　（1）1歯から’41歯まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．2点

　　’（2｝5歯から8歯』まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3点
　　（3）9歯から11歯まで●　　　’．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5点

　　14｝12歯から14歯bまで・．．　・　　　’　．　　　　　　　　　　　　　　　　8卓

　．2総義歯（・1顎につき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10点
MO19熱可塑性樹脂有床義歯（1床につき）

　　〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕

　　熱可塑性樹脂有床義歯（1床にづき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　48点

MO20鋳造鉤（1個につき）　　　’　　　　　．

　　1　14カラット金合金．

　　ω　双歯鉤

　　　イ大・’小臼歯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　637点
　　　ロ　犬歯・小臼歯’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　518点

　　②　両翼鉤（レストつき）

　　　イ　大臼歯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　518点

　　　ロ　犬歯・小臼歯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　398点

　　　ハ　前歯（切歯）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　306点



亀

　　2　金銀パラジウム合金（金12％以上）

　　　ω　双歯鉤

　　　イ大・小臼歯
　　　　ロ　犬歯・小臼歯

　　　｛2）両翼鉤（レストつき）

　　　イ　大臼歯
　　　　ロ　犬歯・小臼歯

　　　ハ．前歯（切歯）　　　　　　　　　　　　　・　　　’

　　3　鋳造用ニジケルクロム合金、鋳造用与バルトクロム合金

’MO21線鉤’（1個にっき）

　　1　不錺鋼及び特殊鋼

　　2　14カラット金合金

　　　｛i）双歯鉤

　　　②　両翼鉤（レストつき）

MO22フック、スパー（1個にっき）　　　．’　・

　　　　不銃鋼及び特殊鋼
　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

MO23バー（1個にっき）

　　1　鋳造バー

　　　ω　金銀パラジウム合傘（金12％以上）

　　　②　鋳造用ニッケルクロム合金・鋳造用写バルトク戸ム合傘

　　2　屈曲バー

　　　ω　不鍾鋼及び特殊鋼　　　’　、　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　唱②　金銀パラジウム合金（金12％以上）

　　　　イ　パラタノレバー・

　　　　ロ　リ・ンガルバー

260点

203点

178点

155点

144点
　5点．

10点

459点
355点

7点

417点

19点

46点

707点

664点



、

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考）

r特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部改正に伴う特定保険医療材料料（使用歯科材料料）の算定について」の一部改正について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　（傍線の部分は改正部分）

改　正　後

　　（別紙P　　　　　層・

　材料料　　・

　MO10鋳造歯冠修復（1個につき）

　　　1　Mカラット金合金

　　　（1）インレー

　　　　　　複雑なもの

　　　（2）・4分の3冠　　　　．’

　　　2　金銀パラジウム合金（金12％以上）

　　　（D　大臼歯　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　　　　イ　インレー　　　　’

　　　　　　a　単純なもの

　　　　　　b　複雑なもの

　　　　　ロ　b分の4冠

　　　　　ハ　全部鋳造冠0　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　　（2）小臼歯・前歯　　　　　　　　・．

　　　　　イインレー

　　　　　　a　単純なもの

　　　　　　b　複雑なもの

　　　　　ロ　4分の3冠　　　　．’

　　　　　ハ　5分の4冠

　　・　二　全部鋳造冠

　　　3～4’　（略）

　MO11　前装鋳造冠（1紺につき）

　　　1　企銀パラジウム合金（金12％以上ゴを用いた掲含

・　　2～3　儲）
　MO17　ポンティック（ダミー）　（1樹にっき）

　　●1　鋳造ポンチィック（ダミー）　　’

　　　　（1）　金銀パラジウム合金（金12％以上）

　　　　　イ　大臼歯

　　　　　ロ　小臼歯　　　　　　●　　　・

　　　　（2）　　　（略）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　，

　　　2　金属裏装ポンティック（ダミー）．

，　サ

舞

麗
幾

麗
畿
，
螢
．

〔次の材料料（金属材料料とレジン材料料を含む。）と人工歯料との合計により算定する亀〕

頗

灘

現’ 行

‘別紙ユ）

材料料

MO10鋳造歯冠修復（1個にっき）

　1　14ヵラシト金合金

　　（D　インレー

　　　　複雑なもの

　　（2）　4分の3冠

　2　金銀パラジウム合金（傘12％以上）

　　（1）大臼歯

　3～4
MO11

　1
　2～3
MO17

　1
　　ω

　イ　インレー

　　a　単純なもの

　　b　複雑なもの

　ロ　5分の4冠

　ハ　全部鋳造冠
（2）　　’」、臼宙●前歯　’

　イ　インレー

　　a　単純なもの　　　　’

　　b　複雑なもの

　ロ　4分の3冠
　ハ　5分の4冠　　　，

　二　全部鋳造冠　　　　　　　　　　　　　・

　　　（略）

　前装鋳造冠（1歯につき）

　企銀パラジウム合金（金ユ2％以上）を用いた場合

　　　（略｝　　　　　・

　ポンティック（ダミー）．（1歯につき）

　鋳造ポンティック（ダミー）．

　　金銀パラジウム合金（金12％以上）．

　イ　大臼岱　　　　　　　　　’

　ロ　小臼歯

　　　（略）

　金属裏装ポンティック（ダミー）

灘

轟
麗

麗
謹
塵

（2）

2

〔次の材料料（金属材料料とレジン材料料を含む。）と人工蕾料との合計により算定する。〕

臨

慧

、



2

6

「

　　（1）　エ4カラット金合金．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盤

　　（2）金銀パラジウム合金（金12％以上）

　　　イ　前岱．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　　　　　　麟

　　　　ロ　小臼歯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽

　　（3）　（略）　　　　　一　・　　　　　　’

　3　前装鋳造ポンティック（ダミー）　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　．

　　（D　金銀パラジウム合金〔金12％以上）を用いた場合　　　　　　　　　　　　　　　　幽

　　（2）　（略）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’・

MO20鋳造餉（1個にうき）．　　　　　　　　　　　　　・　　　　　．

　1　14カラット金合金　　　　　　　’．

　　（1）双當鉤

　　　　イ大・小臼歯　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　血嵐

　　　　ロ　犬歯・小臼歯　　　　，　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　．　　嘔

　　（2＞　両翼鉤（レストつき）

　　　　イ　大臼歯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麟
　　　　ロ　犬歯・小臼歯　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　’遡

　　　ハ　前歯（切歯）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鐡

　2　金銀パラジウム合金（金i2％塔：上）　　　　　　　　．　．　　　　　　　　　．

　　ω　双歯鉤

　　　　イ　大・小臼歯　　　　　　：・　　　　　　　　　・　　　　　　　　二盤

　　　　ロ　犬歯・小臼歯　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　幽

！2’。囎詳レスト噂・　　　　　幽
　　　　ロ　犬歯。小臼歯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　幽

　　　　ハ　前歯（切歯）　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　」晦

　3　（略）　　　

MO21線鉤（1個にっき｝
　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　1　（略）　　　　　　　　　　　　　　　　¶・

　2　14カラット1金倉金

　　ω　双歯鉤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　盤

　　（2）　両翼鉤（レストつき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　．鍾旦嵐

1喚023　バー（1個につき）

　　1　鋳造バー

　　（1）金銀パラジウム合金（金12％以上》　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　蟷

　　（2）　（略）　　亀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　2　屈曲パー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　ω　　（略）　　　　　　　　　　　　　　・

　　（2）金銀パラジウム合金（金12％以上）　　’　　　　　　　　　。

　　　　イパラタルバー　　　　　　　　　　　　　 ●　エΩエ虚

　　　　白リンガルパー・1　　　　　　　 　・幽

　　（1）　14カラット金合金

　　（2）金銀パラジウム合傘（金12％以上），

　　　・イ　前歯

　　　　ロ　小自歯

　　（3）　（略）

　3　前装鋳造ポンティック（ダミー）

㌧（D　金銀パラジウム合金（金12％以上）を用いた場合
　　（2）　　　（略）　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

MO20鋳造鉤（1個につき）

0　1　14カラット金合金

　　（P　双歯鉤

　　　イ大・小臼歯

　　　　ロ　犬歯！小臼億　　　．　・

　　（2）　両翼鉤（レストつき）　　　　，

　　．イ　大臼歯

　　　戸　犬歯・小臼歯　　　　　　　　　　・

　　　ハ前歯初鋤

　2　金銀パラジウム合金（金12％以上）

　　（1）双歯鉤

　　　イ大・小臼歯
　　　　ロ犬歯・小臼歯

　　（2）　両翼鉤（レストづき｝

　　　　イ　大臼歯

　　　　ロ　犬歯・小臼歯

　　　ハ　前歯・（切歯〕　　　　　　　　　　　　　　．

　3　〔略）　　　’　　　　　　　　　　　　　・’

M。2・紬（興つぎご

　1　（略）

　　2　工4カラット金合金

　　ω　双歯鉤

　　（2）　両翼鉤（レストつき）　　　　　　　　・

MO23バー（1個につき）　　　　　’

　　1鋳造バー
　　α）金銀パラジウム合金（金L2％以上）。

　　〔2）　（略）

　　2　屈曲バー　　　　　　　　　　　　　　　　　陰

　　ω　　（略）　　　　　　　　’

　　（2）金銀パラジウム合金（金12％以上）

　　　　イノくうタルバー　　　　　　　’
　　　　ロ　リンガルバー
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保医発0910：第1号平成22年9．月10日地方厚生（支〉局医療課長都道府県民生主管部（局）　国民健康保険主管課（部）長都道府県後期高齢者医療主管部て局）　後期高齢者医療主管課（部）長野』厚生労働省保険局歯科医療管理搾景i繍催謄吊験濁樋苗堕離「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部改正に伴う特定保険医療材料料（使用歯科材料料）の算定について」の一部改正について　今般、「特定保険医療材料友びその材料価格（材料価格基準）の一部を改正する件」（平成22●年厚生労働省告示第342号）が公布され、歯科用貴金属材料の材料価格改定が行われたところである。これに伴い「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）」（平成20年厚生労働省告示第61号）のWに規定する特定保険医療材料の算定について、関連する通知を下記のどおり改正するので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。’@　　　　　　　　　　．　　　　　・　　．　、　なお、本通知は平成22年10月1日から適用する。記　「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部改正に伴う特定保険医療材料料（使用酋科材料料）’の算定について」（平成22年3’．月5日保医発0305第6号：）の別紙1を次のように改正する。（別紙1）材料料MOO2支台築造（1歯につき）　　1　メタルコア　　　ω　大臼歯　　　�A　小心添・前歯”　　2　その他　　　（1｝大臼歯　　　｛2⊃小臼歯・前歯　　　　’　ら　　　　　　』　　　　　　　　　　　嘱MOO5装着　　　　　，　　1．歯冠修復物（1個につき）　　　ω　壷錐用合着・接着材料1　　　�A　歯科用合着・接着材料n　　’　　　（3｝野並用合着・接着材料皿　　0　　　　　　　　　　’　　　　一　　　，　　2　仮着（1歯につき）t　3　副子の装着の場合（ユ歯につき）　　　ω　歯科用合着・接着材料1　　　�A　歯科用合着・接着材料H　　　｛3）歯科用合着9・接着材料1π又は歯科充填用即時硬化レジンMOO9充填（1窩洞につき）　　　〔金属小聖を使用した丁合は次の材料料と金属小釘料との合計により算定する。〕　　1　銀錫アマルガムω　単純なもの�A　複雑なもの2　歯科充填用材料ω・単純なもめ（2）複雑なもの注146点29点32点21点16点12点4点4点16点12点4点13点28点　、　　　　クリアフィノkCRインレー、バルフィークインレー、．　　　　リーエムレジンインレーシステム、ベルフィールインレー、ライト’フィルCRインレーを用’　　　いて、インレー修復の単純なものを行った揚合の保険医療材料は佗）により、インレー修復の　　　複雑なものを行った場合の保険医療材料はω及び�A，を合算し算定する。・　　3　歯科充填用材料、皿　　ω単純なもの　　　　　　　・　　　。　　　　置　　　　・　　『5点　　�A　複雑なもの　　　　　・’　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　11点’　注　SR一イソシットインレーを用いてインレー修復の単純なものを行った場合の保険医療材　　　料は�Aにより、インレー修復の複雑なものを行った揚合0保険医療材料は（1汲び｛2）を合算レ　　　算定する。　一　4　歯科充填用材料　皿　　　　　　　　．　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　2点MO10鋳造歯冠修復（1個にっき）　　1　14カラット金合金　　ω　インレー一　　　　複雑なもみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　426点　　｛2）4分の3冠　　　　，　　　　：�h・　　1’533点　　2　金銀パラジウム合金（金12％以上）　　　　　　　　　　　　　　11点　　　　　　　　　　　　　　28点クルツァーインレーCSセット、ス　　ω　大臼歯　　　イ　インレー　　9　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　a　単純なもの　　　　b　複雑なもの　　　ロ　5分の4冠　　　ハ全部鋳造冠　　（2）小臼歯・前歯　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　’、　　　イ　インレー　　’　　　　　　　　　・　．’　　　　a　単純なもの　　　　b　複雑なもの　　　ロ　4分野3冠　　　ハ　5分の4冠　　　二．全部鋳造冠・　3　鋳造用ニッケルクロム合金　　ω　大臼歯　　　　　　　　　　　　　　　．　　　イ　インレー　　　　　．．　　，　　　’　　　　’a　単純なもの　　　　，　　　　　　　　・　　　　b　複雑なもの　　’　　・　・’ロ　5分の4冠　　　ハ　全部鋳造冠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　�A　小臼酋・前歯　　　イ　インレー　　　　a　単純なもの　　　　　　　”　　　　　　　　　　．　　　　b　複雑なもの　　　直　4分野3冠．　　　ハ　5分の4冠　，　二　全部鋳造冠　　　　’　4’4’壷艮合｛金：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　ω　大臼歯　　　イ　インレー　　　　a　単純なもの　　　．．　　，　　巳　　　　b　複雑なもの’　　　ロ　5分の4冠　　　　　　　　　　　　　　　‘。　　ノ〉’全部鋳造冠　　　幽陶　�A　刀・臼歯・前歯・乳歯　　・　　　●’一●　　　イ　インレー　　　　　　　　．　　　・　　　　a　単純なもの　　0．　’�j　　　　b　複雑なもの　　　ロ・4分野3冠（乳歯を除ぐ。）’　　ハ　5分の4冠（乳歯を除く。）『　．　　　二　全部鋳造冠MOU　前装鋳造冠・（1歯につき）　1　金銀パラジウム合金（金12％以上）を用いた場合　2　鋳造用ニッケルクロム合金を用いた場合　3　銀合金を用いた場合96点178点224点282点　　　66点　　130点臨　161点審　　161点　　202点4点4点8点10点点点点点点44668，12点22点・28点34点き点峰点20点20点25点252点17点56点‘’MO14ジャケット冠（1歯につき）　　〔次め材料料と人工歯料との合計により算定する。｝　　1歯につき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2点MO15硬質レジンジャケット冠（1歯にっき）　　1　歯冠用加熱重合硬質レジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8点　2　歯冠用光重合；硬質レジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　213点MO16乳商金属冠（1歯につき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29点MOユ7ポンティック（ダミー）（1歯につき）　　1　鋳造ポンティック（ダミー）　　ω　金銀パラジウム合金（金12％以上）　　　イ　大臼歯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　325点　　　ロ　小臼’歯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245点　　�A　銀合金又はニッケルクロム合金　　　　大臼歯・小臼歯　　・　　　　　　　　　　16　　　　　　　　　　　　　　　30点　　2．金属裏装ポンティック（ダミー）　　〔次の材料料（金属材料料とレジン材料料を含む。）と人工歯料との合計により算定する。〕　　（1｝14カラット金合金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　400点　　・’�A金：銀パラジウム合金（金12％以上）　　　イ　前歯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　132点　　　ロ　小臼歯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　166点　　〔3）．銀合金又はニッケルクロム合金　　　　前歯・小臼歯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20点　　3　前装鋳造ポンテイツク（ダミー）　　�@　金銀パラジウム合金（金12％以上）を用いた場合　　　　　　　　　　　　　　　195点　　�A　銀合金文はニッケルクロム合金を用いた場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　38点MO18有床義歯’@・　　　　　　，　　　　　．’　　　　　　　　　　　　　，　　〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。ユ　　1　局部義歯（1床につき）　層　　　　　　　”　　　　　．’　　．．　　（1）1歯から’41歯まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．2点　　’（2｝5歯から8歯』まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3点　　（3）9歯から11歯まで●　　　’．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5点　　14｝12歯から14歯bまで・．．　・　　　’　．　　　　　　　　　　　　　　　　8卓　．2総義歯（・1顎につき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10点MO19熱可塑性樹脂有床義歯（1床につき）　　〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕　　熱可塑性樹脂有床義歯（1床にづき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　48点MO20鋳造鉤（1個につき）　　　’　　　　　．　　1　14カラット金合金．　　ω　双歯鉤　　　イ大・’小臼歯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　637点　　　ロ　犬歯・小臼歯’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　518点　　�A　両翼鉤（レストつき）　　　イ　大臼歯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　518点　　　ロ　犬歯・小臼歯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　398点　　　ハ　前歯（切歯）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　306点亀　　2　金銀パラジウム合金（金12％以上）　　　ω　双歯鉤　　　イ大・小臼歯　　　　ロ　犬歯・小臼歯　　　｛2）両翼鉤（レストつき）　　　イ　大臼歯　　　　ロ　犬歯・小臼歯　　　ハ．前歯（切歯）　　　　　　　　　　　　　・　　　’　　3　鋳造用ニジケルクロム合金、鋳造用与バルトクロム合金’MO21線鉤’（1個にっき）　　1　不錺鋼及び特殊鋼　　2　14カラット金合金　　　｛i）双歯鉤　　　�A　両翼鉤（レストつき）MO22フック、スパー（1個にっき）　　　．’　・　　　　不銃鋼及び特殊鋼　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’MO23バー（1個にっき）　　1　鋳造バー　　　ω　金銀パラジウム合傘（金12％以上）　　　�A　鋳造用ニッケルクロム合金・鋳造用写バルトク戸ム合傘　　2　屈曲バー　　　ω　不鍾鋼及び特殊鋼　　　’　、　　　　　　　　　　　　　　　　’　　唱�A　金銀パラジウム合金（金12％以上）　　　　イ　パラタノレバー・　　　　ロ　リ・ンガルバー260点203点178点155点144点　5点．10点459点355点7点417点19点46点707点664点、、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考）r特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部改正に伴う特定保険医療材料料（使用歯科材料料）の算定について」の一部改正について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　（傍線の部分は改正部分）改　正　後　　（別紙P　　　　　層・　材料料　　・　MO10鋳造歯冠修復（1個につき）　　　1　Mカラット金合金　　　（1）インレー　　　　　　複雑なもの　　　（2）・4分の3冠　　　　．’　　　2　金銀パラジウム合金（金12％以上）　　　（D　大臼歯　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　イ　インレー　　　　’　　　　　　a　単純なもの　　　　　　b　複雑なもの　　　　　ロ　b分の4冠　　　　　ハ　全部鋳造冠0　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　（2）小臼歯・前歯　　　　　　　　・．　　　　　イインレー　　　　　　a　単純なもの　　　　　　b　複雑なもの　　　　　ロ　4分の3冠　　　　．’　　　　　ハ　5分の4冠　　・　二　全部鋳造冠　　　3〜4’　（略）　MO11　前装鋳造冠（1紺につき）　　　1　企銀パラジウム合金（金12％以上ゴを用いた掲含・　　2〜3　儲）　MO17　ポンティック（ダミー）　（1樹にっき）　　●1　鋳造ポンチィック（ダミー）　　’　　　　（1）　金銀パラジウム合金（金12％以上）　　　　　イ　大臼歯　　　　　ロ　小臼歯　　　　　　●　　　・　　　　（2）　　　（略）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　，　　　2　金属裏装ポンティック（ダミー）．，　サ舞麗幾麗畿，螢．〔次の材料料（金属材料料とレジン材料料を含む。）と人工歯料との合計により算定する亀〕頗灘現’行‘別紙ユ）材料料MO10鋳造歯冠修復（1個にっき）　1　14ヵラシト金合金　　（D　インレー　　　　複雑なもの　　（2）　4分の3冠　2　金銀パラジウム合金（傘12％以上）　　（1）大臼歯　3〜4MO11　1　2〜3MO17　1　　ω　イ　インレー　　a　単純なもの　　b　複雑なもの　ロ　5分の4冠　ハ　全部鋳造冠（2）　　’」、臼宙●前歯　’　イ　インレー　　a　単純なもの　　　　’　　b　複雑なもの　ロ　4分の3冠　ハ　5分の4冠　　　，　二　全部鋳造冠　　　　　　　　　　　　　・　　　（略）　前装鋳造冠（1歯につき）　企銀パラジウム合金（金ユ2％以上）を用いた場合　　　（略｝　　　　　・　ポンティック（ダミー）．（1歯につき）　鋳造ポンティック（ダミー）．　　金銀パラジウム合金（金12％以上）．　イ　大臼岱　　　　　　　　　’　ロ　小臼歯　　　（略）　金属裏装ポンティック（ダミー）灘轟麗麗謹塵（2）2〔次の材料料（金属材料料とレジン材料料を含む。）と人工蕾料との合計により算定する。〕臨慧、26「　　（1）　エ4カラット金合金．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盤　　（2）金銀パラジウム合金（金12％以上）　　　イ　前岱．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　　　　　　麟　　　　ロ　小臼歯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　（3）　（略）　　　　　一　・　　　　　　’　3　前装鋳造ポンティック（ダミー）　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　．　　（D　金銀パラジウム合金〔金12％以上）を用いた場合　　　　　　　　　　　　　　　　幽　　（2）　（略）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’・MO20鋳造餉（1個にうき）．　　　　　　　　　　　　　・　　　　　．　1　14カラット金合金　　　　　　　’．　　（1）双當鉤　　　　イ大・小臼歯　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　血嵐　　　　ロ　犬歯・小臼歯　　　　，　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　．　　嘔　　（2＞　両翼鉤（レストつき）　　　　イ　大臼歯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麟　　　　ロ　犬歯・小臼歯　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　’遡　　　ハ　前歯（切歯）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鐡　2　金銀パラジウム合金（金i2％塔：上）　　　　　　　　．　．　　　　　　　　　．　　ω　双歯鉤　　　　イ　大・小臼歯　　　　　　：・　　　　　　　　　・　　　　　　　　二盤　　　　ロ　犬歯・小臼歯　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　幽！2’。囎詳レスト噂・　　　　　幽　　　　ロ　犬歯。小臼歯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　幽　　　　ハ　前歯（切歯）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」晦　3　（略）　　　MO21線鉤（1個にっき｝　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　1　（略）　　　　　　　　　　　　　　　　¶・　2　14カラット1金倉金　　ω　双歯鉤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　盤　　（2）　両翼鉤（レストつき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　．鍾旦嵐1喚023　バー（1個につき）　　1　鋳造バー　　（1）金銀パラジウム合金（金12％以上》　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　蟷　　（2）　（略）　　亀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　2　屈曲パー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　ω　　（略）　　　　　　　　　　　　　　・　　（2）金銀パラジウム合金（金12％以上）　　’　　　　　　　　　。　　　　イパラタルバー　　　　　　　　　　　　　●　エΩエ虚　　　　白リンガルパー・1　　　　　　　　・幽　　（1）　14カラット金合金　　（2）金銀パラジウム合傘（金12％以上），　　　・イ　前歯　　　　ロ　小自歯　　（3）　（略）　3　前装鋳造ポンティック（ダミー）�d（D　金銀パラジウム合金（金12％以上）を用いた場合　　（2）　　　（略）　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●MO20鋳造鉤（1個につき）0　1　14カラット金合金　　（P　双歯鉤　　　イ大・小臼歯　　　　ロ　犬歯！小臼億　　　．　・　　（2）　両翼鉤（レストつき）　　　　，　　．イ　大臼歯　　　戸　犬歯・小臼歯　　　　　　　　　　・　　　ハ前歯初鋤　2　金銀パラジウム合金（金12％以上）　　（1）双歯鉤　　　イ大・小臼歯　　　　ロ犬歯・小臼歯　　（2）　両翼鉤（レストづき｝　　　　イ　大臼歯　　　　ロ　犬歯・小臼歯　　　ハ　前歯・（切歯〕　　　　　　　　　　　　　　．　3　〔略）　　　’　　　　　　　　　　　　　・’M。2・紬（興つぎご　1　（略）　　2　工4カラット金合金　　ω　双歯鉤　　（2）　両翼鉤（レストつき）　　　　　　　　・MO23バー（1個につき）　　　　　’　　1鋳造バー　　α）金銀パラジウム合金（金L2％以上）。　　〔2）　（略）　　2　屈曲バー　　　　　　　　　　　　　　　　　陰　　ω　　（略）　　　　　　　　’　　（2）金銀パラジウム合金（金12％以上）　　　　イノくうタルバー　　　　　　　’　　　　ロ　リンガルバー墾灘鵬畿魎．灘．　2：畿畿魅’4幽懲蛮灘‘

